
 

 

 

「世田谷区スポーツ推進計画の策定について」 
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令和５年 11 月 

第９期世田谷区スポーツ推進審議会 



諮 問 
  

世田谷区スポーツ推進計画の策定について 

 

世田谷区では、平成２６年に向こう１０ヵ年を見通した計画として「世田

谷区スポーツ推進計画」を策定した。これにより区のスポーツ推進について

の具体策を年次計画に定め、世田谷のスポーツ振興に向けた様々な施策を

展開し、区民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポー

ツに親しみ、楽しむことのできる「生涯スポーツ社会の実現」に向けたスポ

ーツ環境づくりに取り組んできた。 

一方、国が令和４年３月に策定した「第３期スポーツ基本計画」では、新

型コロナウイルス感染症の影響と東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の開催を通じてスポーツの価値が改めて確認され、国民がスポーツを

「する」「みる」「ささえる」ことを真に実現できる社会を目指すために、３

つの新たな視点として「つくる/はぐくむ」「あつまり、ともに、つながる」

「誰もがアクセスできる」ことが必要であるとしている。 

また、世田谷区においても、この間、区民一人ひとりの生活様式やスポー

ツへの期待や関わり方についても多様化する中、地域の特性や資源などを

最大限に活かしながら、それに応じていかなければならない。それにはスポ

ーツの役割を改めて確認するとともに、区民の誰もがスポーツに親しめる

よう、多くのニーズに対応することのできる施策の展開、これまでの枠にと

らわれない人材や団体、施設等各種資源の確保・活用、そしてこれらをつな

ぐ環境の整備への更なる取り組みの強化が必要である。 

区では今年度より、令和６年度を起点とする、世田谷区政の将来を展望し

た新たな基本計画策定の準備を進めている。これに伴い、令和６年度から向

こう８年間を見据えた世田谷区スポーツ推進計画の策定について、本審議

会に諮問する。 

 

 



答申にあたって 

 

  平成２６年に世田谷区は「世田谷区スポーツ推進計画」を策定し、広く区民のスポーツラ

イフの質の向上をはじめ､東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に関わる事業

等､「スポーツの世田谷」としての取組みを進めてきた。そして令和４年､スポーツ庁は「第３

期スポーツ基本計画」を取りまとめ､「つくる／はぐくむ」「あつまり､ともに､つながる」「誰

もがアクセス」を主な視点とした施策を示した。 

このような流れの中､令和４年１１月２１日､世田谷区長より、世田谷区スポーツ推進審議会

（以下､「本審議会」という）に対して「世田谷区スポーツ推進計画の策定について」の諮問

がなされた。この諮問を受けて､体育・スポーツの各分野における専門的知識及び実績を有す

るメンバーで構成された第９期の本審議会において､これからの世田谷区のスポーツシーンを

見通すための議論を重ねることとなった。 

さて現在､スポーツは､価値観の多様化､人口動態の変動､生活環境や生活様式の変化､科学技

術の発展をはじめとする大きな社会的変化により､その実像を大きく変化させ続けている。具

体的には､日常的な身体活動の内容及びニーズの拡大やオリンピックに代表されるスポーツ種

目の隆盛に加えて､パラスポーツの普及拡大やユニバーサルスポーツの実践も積極的に行われ

るようになっている。また､近年拡大著しい e スポーツについても､様々な形態・内容とともに

普及が進んでいる。 

 この状況を前に､本審議会がまず始めに議論したのは「スポーツとは何か」ということであ

った。少子高齢化や区民のライフスタイルの変化､コロナ禍以降の価値観や健康・運動・スポ

ーツへの期待の変容､オリンピック・パラリンピックのレガシーの継承､運動部活動の地域移

行､SDGs の推進といった多くの課題がある中で､私たちは､スポーツをその語源である

deportare（気晴らし､楽しみ､遊び､休養の意）から見つめ直し､組織化された運動から日常生

活における身体活動まで広く捉えて「スポーツ」と定義するに至った。この定義に基づき､運

動・スポーツを目的的に行うことに加えて､健康や生活､コミュニティの中での関係づくりとい

った手段的な意味合いも含めて､世田谷区民がスポーツとの多様な関わりを通じて豊かな生活

を営むための方向性と施策について検討を続けた。その結果として､『スポーツで 元気あふ

れる 世田谷～「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」～』の基本理念を設定し

た。 

今回の議論は､スポーツの拡がりの受容とそこに区民がどのように参画可能なのか､スポー

ツを支える人たちを育て・つながりながら健康で活気あふれるコミュニティをどう創っていく

のか､そしてその受け皿となる施設環境をどう整えていくのか､という議論であった。 

本審議会として､未来の世田谷区のスポーツシーンを見通して情熱を込めて取りまとめた本

答申が､世田谷区の今後のスポーツ推進の一翼を担うものとなることを切望している。 

令和５年１１月２７日  

第９期世田谷区スポーツ推進審議会会長 細越淳二 



１ はじめに 

第９期世田谷区スポーツ推進審議会（以下、「本審議会」という）は、令和４年１１月２１

日付で、世田谷区長から諮問を受けた次期「世田谷区スポーツ推進計画の策定について」、こ

れまで６回にわたり調査審議を行ってきた。 

世田谷区は、平成２６年に「世田谷区スポーツ推進計画」を策定するとともに、平成２８

年に「世田谷区スポーツ施設整備方針」を策定し、関連する施策を展開してきた。今回、世

田谷区が策定する次期「世田谷区スポーツ推進計画」は、現行の「世田谷区スポーツ推進計

画」と「世田谷区スポーツ施設設備方針」を一本化し、同じ基本理念のもとに展開する方針

を示すものである。 

新たな計画の実効性を高めるため、現行の「世田谷区スポーツ推進計画」の評価検証や世

田谷区民のスポーツ実施状況の確認、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

（以下、「東京２０２０大会」という）のレガシーの継承、国の第３期スポーツ基本計画の参

酌、さらには生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）の向上、共生社会の実現、地域の活性

化など、スポーツを取り巻く環境や社会的なニーズの変化を踏まえていく必要がある。この

ような考えのもと、本審議会では、スポーツの価値や定義を見直したうえで、スポーツによ

って実現する世田谷区の将来のあり方を明らかにすることを目的に、基本理念・基本目標を

取りまとめた。 

この答申は、世田谷区が策定する次期「世田谷区スポーツ推進計画」に対し、最終的な意

見を申し述べるものである。 

 

２ スポーツの定義等について 

本審議会は、これまでのスポーツの定義を確認するとともに、現代社会におけるスポーツ

の役割やスポーツへの期待、現在のスポーツ推進状況等を踏まえて、丁寧に審議を重ねてき

たところである。一般にスポーツの定義には、広い意味での身体活動を総称するものとして

のスポーツと、いわゆる競技スポーツを指してスポーツと呼ぶ狭い意味での捉え方が指摘さ

れてきた。 

スポーツの定義を競技性の高い狭い意味でのものに限定することは、区民による気軽なス

ポーツへの参加のハードルを高くするため、スポーツをより多くの人が身近に親しみ、楽し

んでもらうためには、スポーツを時代や社会の変化に応じて捉え直す必要がある。そこで、

国や東京都の動向でもある健康維持等のための階段昇降や通勤等での一駅歩き、自転車利用

などの運動に加えて、散歩や散策、ペットの散歩などもスポーツへの位置づけを行うととも

に、鬼ごっこ等の幼児の遊びなど成長に応じた運動もスポーツに含めるなど、多様な運動や

スポーツの形態を広く捉えていくべきであるとした。このような状況を踏まえて本審議会で

は、スポーツの語源である deportare（気晴らし、楽しみ、遊び、休養の意味）に立ち返り、

普段と違うところに心と身体を運ぶ、普段と違うことをして楽しむというように、より広

く、より多くの区民が身体活動に参画することを企図して、「ルールに基づいて勝敗や記録を



競うスポーツだけでなく、ウォーキングや軽い体操、 健康維持や介護予防等のための運動、

散歩・散策、レクリエーション等、心と身体の健康のための様々な身体活動をスポーツとし

て扱う」ことを確認した。 

なお、国際競技大会の正式種目になるなど、近年高まりが見られる e スポーツやマインド

スポーツなどについても、国や東京都の動向を注視していくことに留めているが、区として

も多様なスポーツの形態の一つとして、今後、施策への活用を検討されたい。 

一方で、区民のスポーツの取組みに関する調査ついては、運動やスポーツを「する」頻度

について、スポーツや運動をする習慣を身につけてほしいとの意識づけも踏まえ週１回以上

という実施率や、スポーツをしたことによって健康度や生活の質の向上が変化したことがわ

かる等、区におけるスポーツの実態把握と目指すあり方の検討を進めた。 

 

３ 基本理念について 

 基本理念は、スポーツが公共利益と区民の幸せのために、どのように貢献できるのか、そ

してどのような達成目標を掲げるか等を踏まえ、スポーツを「する」人だけではなく、「み

る」・「ささえる」などを含めたあらゆる形でスポーツに関わる人を増やしていき、スポーツ

を通じて豊かな心身を育むことで健康、そして元気になっていくことをメッセージとして呼

びかけていくためにも重要である。 

「スポーツで 元気あふれる 世田谷」という基本理念は、区民一人ひとりのスポーツへ

の関わりと、区全体でのスポーツを通じた活気の高まりを一体的に目指すという趣旨であ

り、スポーツを競技力向上や体力の向上、健康維持増進といった「目的」としての意味にと

どまらず、精神的な成長や共生社会の実現、地域交流や経済も含む地域活性化のための「手

段」としての意味に発展させたものと位置づけることで、さらに重層的なスポーツの価値を

実現しようとするものである。 

また、基本理念の検討にあたっては区民ワークショップを開催し、世田谷区のスポーツの

特色や課題、世田谷区らしいスポーツの取組みについて区民から意見を聴取し、それを踏ま

えて決定したものとして評価することができる。また、「いつでも」「どこでも」「だれでも」

「いつまでも」の概念は、生涯スポーツ社会実現のモットーとして前計画から継承するもの

である。 

  



４ 基本目標について 

 スポーツの定義や理念を踏まえ、区民が生涯を通じて身近な地域で「いつでも」「どこで

も」「だれでも」「いつまでも」気軽にスポーツに親しみ、スポーツでひととまちも元気あふ

れる世田谷の実現を目指し、以下の基本目標を掲げることとした。 

 

 

 

成人のスポーツ実施率（週１回以上スポーツをする区民の割合）は、令和４年度の世田 

谷区区民意識調査で４８．２％と国・東京都に比べて低くなっている。スポーツへの関わり

方や動機・理由は、年齢・性別・地域・そのときの生活状況などによっても変化し、多様化

している。令和５年に世田谷区が実施した区民ウェブモニター調査によると、スポーツや運

動を実施しない理由には「仕事が忙しいから」、「体力に自信がないから」、「運動やスポーツ

が好きではないから」といった声が多くあげられており、スポーツに触れる機会が少ない、

あるいはスポーツへの関心が薄い区民に向けた、スポーツや運動を身近に感じてもらえるよ

うな普及啓発や関心喚起が課題となっている。 

そのため、より多様に楽しめる幅広いスポーツ・運動の捉え方の見直しや、スポーツや運

動に親しむきっかけづくりが必要である。朝の体操から通勤時や買い物の時間などを利用し

たウォーキングなど、日常の生活の中で体を動かす習慣を持てるような啓発・発信の取組み

や、スポーツや運動を身近に感じてもらえるように、身近な場所でランニングやジョギン

グ、ウォーキングができるような環境の整備など、いつでも・どこでも気軽にできるスポー

ツや運動の普及などの取組みが必要である。 

さらに、多様なライフスタイル・属性・世帯構成など、生活のあり方の多様化に適したス

ポーツや運動により、生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させ、生きがいの創出

や健康づくりを支えることを目指した取組みを推進されたい。 

 

 

 

 

東京２０２０大会を契機として創出されたレガシーを継承し、障害の有無や年齢、性別、

ＬＧＢＴＱ※1などの性的指向、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなくスポーツに親しむ

環境の創出が求められている。さらには、パラスポーツへの関心向上に向けた取組みや、多

様な主体同士がつながり、交流ができる機会の創出が求められている。 

これからの共生社会の実現を見据えて、パラスポーツのさらなる推進や、全ての人が分け

 
※1 レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダ

ー（性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人）、クエスチョニング（性のあり方をあえて決めない

または決められない人）またはクイア（多様な性を包括する言葉）の頭文字をとった言葉。 

基本目標２「スポーツを通じてコミュニティを形成し、共生社会の実現を目指します」 

について 

基本目標１「スポーツを通じて生活の質を向上させ、生きがい・健康づくりを支えます」

について 



隔てなく共に参加できるユニバーサルスポーツの普及へ積極的な取組みを求める。 

中でも、パラスポーツへの関心向上のためには、「する」スポーツにとどまらず、「みる」

スポーツとして、パラスポーツ大会の誘致・開催、さらに、令和７年に開催される第２５回

夏季デフリンピック競技大会 東京２０２５の機会を捉えて、さらなるパラスポーツの気運

醸成を図られたい。 

加えて、スポーツを通じた交流は、地域コミュニティの形成につなげることができる。ス

ポーツを通じて多様な主体同士がつながり、交流ができる機会の創出や、運動習慣を日常生

活の一部にするきっかけづくりとして、地域文化・コミュニティ活動の前後に運動プログラ

ムを入れるなど、様々な場においてスポーツの取り込みを図られたい。 

区民のスポーツや運動への参画を通じた地域コミュニティの形成、また、障害の有無や年

齢、性別、ＬＧＢＴＱなどの性的指向、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなく共にスポ

ーツに参加できるようユニバーサルスポーツの推進により、共生社会の実現を目指した取組

みを推進されたい。 

 

 

 

 

 世田谷区のスポーツ施設環境においては、未だにスポーツ需要に応えきれない状況や施設

の老朽化などの課題があることを認識した。また、「ささえる」スポーツの観点では、指導者

等の高齢化等に対するフォローアップ・マッチング、世代交代を見据えた支援が求められて

いる。さらには、スポーツを通じたＳＤＧｓの推進や産業分野等との連携など、スポーツの

新たな価値について検討・創出するため、大学・企業の特色を生かした取組みの継続・強化

に着目していくことが重要である。 

 こうした状況を鑑み、計画されているスポーツ施設の整備・配置、また、大学や民間事業

者等との連携を通じ、区民が身近にスポーツに親しめるよう環境整備を図られたい。 

スポーツを「ささえる」観点からも、スポーツを支える活動への参加の促進や、様々な制

度を活用した地域スポーツにおける人材育成と活用の取組みが必要である。部活動の地域移

行などを見据えた地域でのスポーツ指導者の育成も求められている。また、身近な場所で、

いつでもスポーツができる環境として、総合型地域スポーツ・文化クラブなどの地域住民が

主体となった地域スポーツ団体が大きな役割を担っており、人材確保など組織づくりを支援

することも重要である。 

さらには、スポーツを通じた地域活性化や産業振興へ波及させていくなど、スポーツやス

ポーツ環境の整備を通じて、産業振興・まちづくりへの戦略的な活用、SDGs への貢献な

ど、地域活性化を目指した取組みを推進されたい。 

 

基本目標３「スポーツを通じて地域を活性化し、活力あるまちづくりを進めます」 

について 



第９期世田谷区スポーツ推進審議会委員  

任期：令和４年１１月２１日～令和６年１１月２０日 

 

令和５年４月１日時点 

区分 氏名（敬称略） 役職等 

会
長 

細越 淳二 国士舘大学 教授 

学
識
経
験
者 

阿江 通良 筑波大学 名誉教授 

安藤 佳代子 日本福祉大学 准教授 

石﨑  朔子 公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団 理事長 

植村 隆志 東海大学 准教授 

小林 至 桜美林大学 教授 

櫻井 和代 東深沢スポーツ・文化クラブ 副会長 

佐々木 玲子 慶応義塾大学 教授 

西辻 勤 リコーブラックラムズ東京 ゼネラルマネージャー 

平野 裕一 法政大学 教授 

師岡 文男 上智大学 名誉教授 

行
政 

関
係 

本田 仁 
世田谷区立中学校長会会長 令和５年４月１日～ 

（東深沢中学校 校長）   

加藤 敏久 
世田谷区立中学校長会会長 ～令和５年３月３１日 

（砧中学校 校長） 

 


